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第３章 水防応急活動 
 

 水防要員の出動 
 

第１  出動の指令 

《 危機管理室、 消防局警防課、 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課、 各消防署》  

区長、 消防署長又は消防団長は、 太田川河川事務所、 西部建設事務所又は広島港湾

振興事務所から 水防警報が発令さ れた と き 又はそ の他水防上必要と 認める と き は、 水

防要員に出動の準備等を 行わせ、 又は出動の指令を 行う 。  

１  状況に応じ た 活動内容 

水防要員の出動等は、 災害種別ご と に、 おおむね次のと おり と する 。  

⑴ 洪水等 

状況 活動内容 

１  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 待機」 が発表さ
れたと き 。  

２  河川の水位が水防団待機水位に達
し たと き 。  

１  気象情報、 水位情報等の収集 
２  水防巡視・ 活動に備え て 待機 

１  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 準備」 が発表さ
れたと き 。  

２  河川の水位が氾濫注意水位に達し
た と き 。  

１  気象情報や各地の雨量・ 水位の状況等
の収集・ 把握 

２  河川堤防等の巡視 
３  土のう 積み等の浸水防止対策の実施 
４  状況に応じ た 避難情報の伝達及び周知 
５  住民から 異常通報があっ た 地域（ 過去

に災害があっ た 場所を 含む。） や危険区域
への巡視の強化 

６  水防資機材等の準備 
１  太田川河川事務所又は西部建設事

務所から 水防警報「 出動」 が発表さ
れたと き 。  

２  河川の水位が避難判断水位に達し
た と き 。  

１  浸水によ り 危険と な る こ と が予想さ れ
る 地域への高齢者等避難の伝達及び周知 

２  状況に応じ て 、 避難場所の開設及び避
難誘導 

１  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 指示」 が発表さ
れたと き 。  

２  河川の水位が氾濫危険水位に達し
た と き 。  

３  雨水出水特別警戒水位（ 内水氾濫
危険水位） に達し た と き 。  

１  浸水によ り 危険と な る こ と が予想さ
れる 地域への避難指示の伝達及び周知 

２  避難場所の開設及び避難誘導 
３  応急工作の実施 

⑵ 高潮 

状況 活動内容 

１  広 島港 湾振 興事 務 所か ら 水 防警
報「 待機・ 準備」 が発表さ れたと き 。  

２  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 待機」 が発表さ
れたと き 。  

１  台風の進路や高潮に関する 気象情報
等の収集 

２  水防巡視・ 活動に備え て 待機 

１  広島港湾振興事務所から 水防警報
「 待機・ 準備」 が発表さ れた と き 。  

２  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 準備」 が発表さ
れたと き 。  

３  潮位の予測が T. P. ＋2. 1ｍ 以上の
と き 。  

 

１  沿岸低地部（ 過去に災害があっ た 場
所を 含む。） の護岸の巡視 

２  土のう 積み等の浸水防止対策の実施 
３  広報車等によ る 注意喚起の広報の実

施 
４  水防資機材等の準備 
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１  広島港湾振興事務所から 水防警報
「 出動」 が発表さ れた と き 。  

２  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 出動」 が発表さ
れたと き 。  

３  潮位の予測が T. P. ＋2. 5ｍ 以上の
と き 。  

１  沿岸低地部（ 過去に災害があっ た 場所
を 含む。） の護岸の巡視の強化 

２  浸水によ り 危険と な る こ と が予想さ れ
る 地域への高齢者等避難の伝達及び周知 

３  状況に応じ て 、 避難場所の開設及び避
難誘導 

１  太田川河川事務所又は西部建設事
務所から 水防警報「 指示」 が発表さ
れたと き 。  

２  河川水位が氾濫危険水位に達し た
と き 。  

１  浸水によ り 危険と な る こ と が予想さ
れる 地域への避難指示の発令 

２  避難場所の開設及び避難誘導 
３  応急工作の実施 

⑶ 土砂災害 

状況 活動内容 

 強い雨が降っ て いる と き 。  １  気象情報等の収集 
２  水防巡視・ 活動に備え て 待機 

大雨警報（ 土砂災害）（ 警戒レ ベル３
相当情報）が発表さ れ、土砂災害に関す
るメ ッ シュ 情報（ ※） に大雨警報基準
超過が表示さ れた と き 。  

１  気象情報や各地の雨量・ 出水の状況等の
収集・ 把握 

２  土砂災害危険区域（ 過去に災害があっ た
場所を 含む） の巡視 

３  広報車等によ る 注意喚起の広報の実施 
４  水防資機材等の準備 

大雨警報（ 警戒レ ベル３ 相当情報）が
発表さ れ、 土砂災害に関する メ ッ シュ
情報（ ※） に危険度( 3 時間後に基準値
を 超過) が表示さ れたと き 。  

１  住民から 異常通報があっ た 地域や危険区
域への巡視の強化 

２  該当地域への高齢者等避難の伝達及び周
知 

３  状況に応じ て 、 避難場所の開設及び避難
誘導 

４  必要と 認める 場合には、 応急工作の実施 
大雨警報（ 警戒レ ベル３ 相当情報）又

は土砂災害警戒情報（ 警戒レ ベル４ 相
当情報） が発表さ れ、土砂災害に関する
メ ッ シュ 情報( ※) に危険度( 2 時間後、
1 時間後又は実況で基準値を 超過) が表
示さ れたと き 。  

１  該当地域への避難指示の伝達及び周知 
２  避難場所の開設及び避難誘導 
３  応急工作の実施 

※ 広島県土砂災害危険度情報で 表示さ れる 土砂災害の危険度に 応じ た メ ッ シ ュ 情報（ 危険

度判定）（ 実況で 特別警報基準値超過、 実況で 基準値超過、 １ 時間後に 基準値超過、 ２ 時間

後に 基準値超過、 ３ 時間後に基準値超過を 区分し て 表示）  

⑷ 津波 

状況 活動内容 

 太田川河川事務所から 水防警報
「 待機」 が発表さ れた と き 。  

１  津波に関する 情報、 地震によ る 堤防決壊情
報等の収集 

２  水防巡視・ 活動に備え て 待機 
３  水防資機材等の準備 

 太田川河川事務所、 西部建設事
務所又は広島港湾振興事務所から
水防警報「 出動」 が発表さ れた と
き 。  

１  沿岸低地部の護岸の巡視 
２  状況に応じ て 、 避難所の開設及び避難誘導 
３  必要と 認める 場合には、 応急工作の実施 
４  津波浸水によ り 危険と な る こ と が予想さ れ

る 地域への避難指示の伝達及び周知 
５  避難場所の開設及び避難誘導 

※１  水防要員は、 自ら の避難に要する 時間及び津波到達予想時刻を 考慮し 、活動限界時間を

設定し た 上で 活動する 。  

※２  自身の危険性が高いと 判断し た と き は、 避難を 優先する 。  

※３  地震の揺れによ っ て 、 堤防の決壊（ 破堤） によ る 浸水が発生し た 場合には、 浸水の状況

を 考慮し て 活動を 行う 。  
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２  出動の指令区分 

⑴ 警戒・ 広報出動 

⑵ 調査出動 

⑶ 応急工作出動 

⑷ そ の他特命出動 

 

第２  出動の事前協議 

《 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課、 各消防署》  

区長、 消防署長及び消防団長は、 水防要員の出動を 円滑に行う た め、 あら かじ め出

動指令の方法、 出動分担、 出動区域及び出動人員等必要な 事項を 協議し て おく 。  

 

 

 水防要員の安全配慮 
《 危機管理室、消防局消防団室・ 警防課、各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課、

各消防署》  
 

水防要員は、 安全管理を 徹底し 、 水防要員自身の安全確保に留意する 。  

１  水防活動現場（ 警戒巡視箇所等を 含む。） への出動等に当た っ て は、 危険箇所（ 洪水

等の浸水想定区域や土砂災害警戒区域等） や気象情報、 水防警報な ど の情報収集に努

め、 常に二次災害の発生を 想定し て 経路や活動場所の選定等を 行う 。  

２  水防活動時には、 救命胴衣等の身の安全を 確保する 装備を 着用する と と も に、 救命

ボート 等の資機材を 有効に活用する 。  

３  土石流によ る 土砂等の堆積状況な ど 、 災害の状況や地理条件を 考慮し て 、 全体が監

視で き る 安全な 場所等への警戒員の配置及び 水防要員の退避場所の選定を 最優先に

行い、 こ れを 全て の水防要員に周知する 。  

４  水防活動や避難誘導な ど に当た っ て は、 水防要員の危険を 回避する た め、 安全性が

高い と 考え ら れる 場所ま で の避難完了に 要す る 時間と 津波到達時刻等を 考慮する と

と も に 、 水防要員が自身の危険性が高い と 判断し た と き は、 自身の避難を 優先する 。 

５  警戒員等から 緊急退避の警笛（ 長声２ 回） 又はサイ レ ン が発せら れた 場合や、 山鳴

り 、 地響き 、 異様な 臭い等の異常な 現象を 感じ た 場合には、 水防要員は自ら も 警笛等

で 周囲に緊急退避を 伝達し な がら 、 あら かじ め選定さ れた 場所へ退避する 。  

 

 

 警戒・広報活動の実施 
 

第１  警戒・広報要員の任務 

《 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課・ 維持管理課・ 地域整備課、 各消防署》  

警戒・ 広報出動の指令を 受けた 水防要員（ 以下「 警戒・ 広報要員」 と いう 。） は、 河

川、 海岸、 急傾斜地等のう ち 、 別表第５ に掲げる 水防上重要な 場所及び過去に災害の

あっ た 場所を 中心に巡回し 、 必要に応じ て 地域住民の水害に対する 警戒の呼びかけ等

の広報活動を 行う と と も に、 次の事項を 発見し た と き は、 直ち に区長、 消防署長又は

消防団長に報告し な ければな ら な い。  

１  護岸や堤防の越水・ 亀裂・ 欠け崩れ等 

２  山崩れ・ がけ崩れ等 

３  そ の他水防上危険と 認める 事項 

 

第２  関係者への措置要請及び報告 

《 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課・ 維持管理課・ 地域整備課、 各消防署》  

１  区長、 消防署長又は消防団長は、 警戒・ 広報要員から 水防上危険な 事項について 報

告があっ た と き は、 必要な 指示を 行う と と も に、 直ち に河川・ 海岸堤防等の関係者に
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連絡し て 必要な 措置を 求めな ければな ら な い。 こ の場合、 区長、 消防署長及び消防団

長は必要に応じ て 求める 措置について 協議する 。  

２  前項の規定によ り 関係者に必要な 措置を 求めた 場合は、 そ の状況を 危機管理担当局

長に報告する 。  

 

 

 被害状況等の調査 
 

第１  調査要員の任務 

《 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課・ 維持管理課・ 地域整備課、 各消防署》  

調査出動の指令を 受けた水防要員（ 以下「 調査要員」 と いう 。） は、 直ち に被害場所

等の調査を 行い、 被害の種別及び程度又は応急工作の要否等必要な 事項を 、 区長、 消

防署長又は消防団長に報告し な ければな ら な い。  

 

第２  被害状況等の報告 

《 各区区政調整課・ 地域起こ し 推進課・ 維持管理課・ 地域整備課、 各消防署》  

１  区長、 消防署長又は消防団長は、 調査要員から 被害状況等について 報告があっ た と

き は、 必要な 指示を 行う と と も に、 危機管理担当局長に報告する 。  

２  堤防の決壊等の重要な 被害について は、 当該区域を 管轄する 警察署及び河川管理者

にそ の状況を 通報する 。  

 

第３  被害報告の取りまとめ及び県への報告 

《 危機管理室》  

１  危機管理担当局長は、 区長・ 消防署長又は消防団長から 報告を 受けた と き は、 被害

状況の取り ま と めを 行う と と も に、 必要と 認める 各局等及び各区の長に連絡する 。  

２  市長（ 危機管理室） は、「 地域防災計画（ 基本・ 風水害対策編） 第３ 章 災害応急対

策、 第３ 節 情報の収集及び伝達」 に定める と こ ろ によ り 、 県に対し て 被害状況の報告

を 行う 。  

 

 

 応急工作の実施等 
 

第１  応急工作の実施 

《 各区維持管理課・ 農林課・ 地域整備課、 各消防署》  

１  応急工作出動の指令を 受けた 水防要員（ 以下「 工作要員」 と いう 。） は、 水害が発生

し 、 又はま さ に発生し よ う と し て いる と き は、 速やかに応急工作を 実施し 、 被害の拡

大防止又は発生防止に努めな ければな ら な い。  

２  区長は、 応急工作の実施に当た り 特に専門的技術を 必要と する と き は、 そ の技術を

指導する た め、 あら かじ め指名し た 職員（ 以下「 技術指導員」 と いう 。） を 派遣する 。  

 

第２  応急工作の関連措置 

《 各区維持管理課・ 農林課・ 地域整備課、 各消防署》  

１  工作要員は、 応急工作の実施に 際し 、 二次災害の発生防止等安全確保を 図る た め、

必要に応じ て 警戒区域の設定又は監視員の配置等必要な 措置を 講じ る 。  

２  水防要員（ 消防団員を 除く 。） は、 応急工作を 実施し た と き は、 工作時又は事後にお

いて 現場写真の撮影等記録保存を 図る 。   
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 水防資機材の整備・運用 
 

第１  水防倉庫の位置及び水防資機材の備蓄 

《 消防局警防課》  

１  市有の水防倉庫の位置は、 別表第６ 及び資料編「 水防計画附図」 のと おり で ある 。 

２  水防資機材の備蓄基準は、 別表第７ のと おり と する 。  

 

第２  備蓄資機材の使用・補給 

《 消防局総務課・ 警防課、 各消防署》  

１  備蓄資機材の使用は、 管理責任者た る 消防署長が決定し 、 出庫する 。  

２  消防署長は、 所轄水防倉庫の出庫資機材が備蓄基準数の過半に達し た と き は、 消防

局長に緊急補給を 要請し な ければな ら な い。  

３  消防局長は、 前項の要請があっ た と き は、 資機材の配置替え 又は緊急購入等によ り

補給する 。  

 

第３  国及び県が所有する備蓄資機材の活用 

《 危機管理室、 消防局警防課》  

１  備蓄資機材が不足する よ う な 緊急事態に際し て 、 国及び県の所有する 備蓄資機材を

使用する 場合には、 太田川河川事務所長、 西部建設事務所長又は広島港湾振興事務所

長に要請する 。  

２  国及び県の所有する 備蓄資機材は、 別表第８ のと おり で ある 。  

 

 

 緊急輸送の実施 
 

第１  緊急輸送車両 

《 道路交通局道路管理課、 消防局施設課、 各区建築課》  

１  応急工作等に必要な 人員又は水防資機材等の緊急輸送は、 原則と し て 消防機関又は

市有車両等によ り 行う 。  

２  消防機関の有する 車両等は、 別表第９ のと おり で ある 。  

３  市有建設車両は、 別表第１ ０ のと おり で ある 。  

 

第２  優先通行標識 

《 道路交通局道路管理課、 消防局施設課、 各区建築課》  

緊急輸送等に使用する 車両に取り 付ける 優先通行標識は、 別表第１ １ のと おり と する 。  

 

 

 応援要請 
 

第１  警察への応援要請 

《 各区区政調整課･地域起こ し 推進課、 各消防署》  

区長又は消防署長は、 水防のた め必要がある と き は、 当該区域を 管轄する 警察署長

に対し 警察官の出動を 求める こ と がで き る 。  

 

第２  自衛隊及び他の地方公共団体等への応援要請等 

《 危機管理室》  

自衛隊又は他の地方公共団体等への応援要請等は、「 地域防災計画（ 基本・ 風水害対

策編） 第３ 章 災害応急対策、 第 25 節 応援要請及び協力要請」 に定める と こ ろ によ り

行う 。  
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 関連応急対策 
《 各局等、 各区》  

 

こ の章における 水防応急活動の実施に際し 、 救難・ 救助・ 保健衛生活動等関連する 応急

対策について は、「 地域防災計画（ 基本・ 風水害対策編） 第３ 章 災害応急対策」 に定める

と こ ろ によ る 。  

 


